
 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則をこ

こに公布する。 

  令和５年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第４３号 

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則  

 （四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則（平成１４年

四日市市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （派遣の対象とならない職員の特例）  （派遣の対象とならない職員の特例） 

第２条  条例第２条第２項第１号に規

定する規則で定める職員は、地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の４第１項又は第２２条の５

第１項の規定により採用された職員

とする。 

第２条  条例第２条第２項第１号に規

定する規則で定める職員は、地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２８条の５第１項又は第２８条の６

第２項により採用された職員とする。 

２ （略） ２ （略） 

 

 （四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正） 

第２条 四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（昭和６０年四日市市

規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （特別の形態によって勤務する必要の

ある職員の週休日及び勤務時間の割

り振りの基準等） 

 （特別の形態によって勤務する必要の

ある職員の週休日及び勤務時間の割

り振りの基準等） 

第２条の２ 任命権者は、条例第３条の

３の規定に基づき、職員の週休日（条

例第３条の２第１項に規定する週休

第２条の２ 任命権者は、条例第３条の

３の規定に基づき、職員の週休日（条

例第３条の２第１項に規定する週休



日をいう。以下同じ。）及び勤務時間

の割振りについて別に定める場合に

は、４週間ごとの期間についてこれを

定め、当該期間内に８日（条例第３条

第３項に規定する定年前再任用短時

間勤務職員（以下「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）及び条例第３

条第４項に規定する地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関する

法律（平成１４年法律第４８号）第５

条の規定により採用された職員（以下

「任期付短時間勤務職員」という。）

にあっては、８日以上）の週休日を設

け、勤務時間を割り振られた日（以下

「勤務日」という。）が引き続き１２

日を超えないようにし、かつ、１回の

勤務に割り振られる勤務時間が１６

時間を超えないようにしなければな

らない。 

日をいう。以下同じ。）及び勤務時間

の割振りについて別に定める場合に

は、４週間ごとの期間についてこれを

定め、当該期間内に８日（条例第３条

第３項に規定する再任用短時間勤務

職員（以下「再任用短時間勤務職員」

という。）及び条例第３条第４項に規

定する地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律（平成１４

年法律第４８号）第５条の規定により

採用された職員（以下「任期付短時間

勤務職員」という。）にあっては、８

日以上）の週休日を設け、勤務時間を

割り振られた日（以下「勤務日」とい

う。）が引き続き１２日を超えないよ

うにし、かつ、１回の勤務に割り振ら

れる勤務時間が１６時間を超えない

ようにしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者

は、職員の職務の特殊性又は当該公署

の特殊の必要により週休日を４週間

につき８日（定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員にあ

っては８日以上）とすることが困難で

あると認められる職員については、週

休日が毎４週間につき４日以上とな

るようにするとともに、勤務日が引き

続き１２日を超えないようにし、か

つ、１回の勤務に割り振られる勤務時

間が１６時間を超えないようにする

場合に限り、週休日及び勤務時間の割

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者

は、職員の職務の特殊性又は当該公署

の特殊の必要により週休日を４週間

につき８日（再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員にあっては

８日以上）とすることが困難であると

認められる職員については、週休日が

毎４週間につき４日以上となるよう

にするとともに、勤務日が引き続き１

２日を超えないようにし、かつ、１回

の勤務に割り振られる勤務時間が１

６時間を超えないようにする場合に

限り、週休日及び勤務時間の割振りに



振りについて別に定めることができ

る。 

ついて別に定めることができる。 

  

 （年次休暇の日数）  （年次休暇の日数） 

第１０条  条例第９条第１項第１号の

規則で定める日数は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定め

る日数（１日未満の端数があるとき

は、これを四捨五入して得た日数）と

する。ただし、その日数が労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第３９条

の規定により付与すべきものとされ

ている日数を下回る場合には、同条の

規定により付与すべきものとされて

いる日数とする。 

第１０条  条例第９条第１項第１号の

規則で定める日数は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定め

る日数（１日未満の端数があるとき

は、これを四捨五入して得た日数）と

する。ただし、その日数が労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第３９条

の規定により付与すべきものとされ

ている日数を下回る場合には、同条の

規定により付与すべきものとされて

いる日数とする。 

 (1) 斉一型短時間勤務職員（定年前再

任用短時間勤務職員（条例第３条第

３項に規定する１週間当たりの勤

務時間が２８時間４５分以上であ

るものを除く。）、育児短時間勤務職

員等、任期付短時間勤務職員及び後

補充任期付短時間勤務職員（同条第

4項に規定する１週間当たりの勤務

時間が２８時間４５分以上である

ものを除く。）のうち、１週間ごと

の勤務日の日数及び勤務日ごとの

勤務時間の時間数が同一であるも

のをいう。) ２０日に斉一型短時

間勤務職員の１週間の勤務日の日

数を５日で除して得た数を乗じて

得た日数 

 (1) 斉一型短時間勤務職員（再任用短

時間勤務職員（条例第３条第３項に

規定する１週間当たりの勤務時間

が２８時間４５分以上であるもの

を除く。）、育児短時間勤務職員等、

任期付短時間勤務職員及び後補充

任期付短時間勤務職員（同条第 4 項

に規定する１週間当たりの勤務時

間が２８時間４５分以上であるも

のを除く。）のうち、１週間ごとの

勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間の時間数が同一であるもの

をいう。) ２０日に斉一型短時間

勤務職員の１週間の勤務日の日数

を５日で除して得た数を乗じて得

た日数 

 (2) 不斉一型短時間勤務職員（定年前  (2) 不斉一型短時間勤務職員（再任用



再任用短時間勤務職員（条例第３条

第３項に規定する１週間当たりの

勤務時間が２８時間４５分以上で

あるものを除く。）、育児短時間勤務

職員等、任期付短時間勤務職員及び

後補充任期付短時間勤務職員（同条

第４項に規定する１週間当たりの

勤務時間が２８時間４５分以上で

あるものを除く。）のうち、斉一型

短時間勤務職員以外のものをい

う。） １５５時間に条例第３条第

２項、第３項又は第４項に基づき定

められた不斉一型短時間勤務職員

の１週間当たりの勤務時間を３８

時間４５分で除して得た数を乗じ

て得た時間数を、７時間４５分を１

日として日に換算して得た日数 

短時間勤務職員（条例第３条第３項

に規定する１週間当たりの勤務時

間が２８時間４５分以上であるも

のを除く。）、育児短時間勤務職員

等、任期付短時間勤務職員及び後補

充任期付短時間勤務職員（同条第４

項に規定する１週間当たりの勤務

時間が２８時間４５分以上である

ものを除く。）のうち、斉一型短時

間勤務職員以外のものをいう。） 

１５５時間に条例第３条第２項、第

３項又は第４項に基づき定められ

た不斉一型短時間勤務職員の１週

間当たりの勤務時間を３８時間４

５分で除して得た数を乗じて得た

時間数を、７時間４５分を１日とし

て日に換算して得た日数 

 (3) 定年前再任用短時間勤務職員の

うち条例第３条第３項に規定する

１週間当たりの勤務時間が２８時

間４５分以上であるもの又は任期

付短時間勤務職員若しくは後補充

任期付短時間勤務職員のうち同条

第４項に規定する１週間当たりの

勤務時間が２８時間４５分以上で

あるもの ２０日 

 (3) 再任用短時間勤務職員のうち条

例第３条第３項に規定する１週間

当たりの勤務時間が２８時間４５

分以上であるもの又は任期付短時

間勤務職員若しくは後補充任期付

短時間勤務職員のうち同条第４項

に規定する１週間当たりの勤務時

間が２８時間４５分以上であるも

の ２０日 

  

第１０条の２  条例第９条第１項第２

号及び第３号の規則で定める日数は、

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める日数（定年前再任用

短時間勤務職員、育児短時間勤務職員

第１０条の２  条例第９条第１項第２

号及び第３号の規則で定める日数は、

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める日数（再任用短時間

勤務職員、育児短時間勤務職員等、任



等、任期付短時間勤務職員及び後補充

任期付短時間勤務職員にあっては、そ

の者の勤務時間等を考慮し、任命権者

が別に定める日数）とする。 

期付短時間勤務職員及び後補充任期

付短時間勤務職員にあっては、その者

の勤務時間等を考慮し、任命権者が別

に定める日数）とする。 

 (1)及び(2) （略）  (1)及び(2) （略） 

  

 （定年前再任用短期間勤務職員に関す

る年次休暇の特例） 

 （再任用職員等に関する年次休暇の特

例） 

第１０条の３  退職後引き続き（退職

後、任命権者が定める相当の期間 (以

下「相当の期間」という。)を経過し

ていない場合を含む。以下同じ。）採

用された定年前再任用短期間勤務職

員の当該採用された年度における年

次休暇については、当該採用後の勤務

と退職以前の勤務とが継続している

ものとみなす。四日市市職員の再任用

に関する条例（平成１２年四日市市条

例第６７号）第３条の規定による任期

の更新（以下「任期の更新」という。）

をしたときも同様とする。 

第１０条の３  退職後引き続き（退職

後、任命権者が定める相当の期間 (以

下「相当の期間」という。)を経過し

ていない場合を含む。以下同じ。）採

用された再任用職員（地方公務員法第

２８条の４第１項又は第２８条の６

第１項の規定により再任用職員とな

った職員をいう。以下同じ。）及び再

任用短時間勤務職員（以下「再任用職

員等」という。）の当該採用された年

度における年次休暇については、当該

採用後の勤務と退職以前の勤務とが

継続しているものとみなす。四日市市

職員の再任用に関する条例（平成１２

年四日市市条例第６７号）第３条の規

定による任期の更新（以下「任期の更

新」という。）をしたときも同様とす

る。 

２ 前項の規定に基づき、条例第９条第

１項に規定する年次休暇の日数及び

条例第９条第２項に規定する繰越さ

れた年次休暇の日数に１日未満の端

数が生じた場合については、定年前再

任用短時間勤務職員の採用前後にお

２ 前項の規定に基づき、条例第９条第

１項に規定する年次休暇の日数及び

条例第９条第２項に規定する繰越さ

れた年次休暇の日数に１日未満の端

数が生じた場合については、再任用短

時間勤務職員の採用前後における１



ける１日の勤務時間の差異を考慮し

て必要な調整を行うものとする。 

日の勤務時間の差異を考慮して必要

な調整を行うものとする。 

 

 （四日市市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第３条 四日市市職員の育児休業等に関する規則（平成４年四日市市規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （条例第２条第４号ア（イ）の規則で

定める非常勤職員） 

 （条例第２条第３号ア（イ）の規則で

定める非常勤職員） 

第２条の２  四日市市職員の育児休業

等に関する条例（平成４年四日市市条

例第８号。以下「条例」という。）第２

条第４号ア（イ）の規則で定める非常

勤職員は、１週間の勤務日が３日以上

とされている非常勤職員又は週以外

の期間によって勤務日が定められて

いる非常勤職員で１年間の勤務日が

１２１日以上である非常勤職員とす

る。 

第２条の２  四日市市職員の育児休業

等に関する条例（平成４年四日市市条

例第８号。以下「条例」という。）第２

条第３号ア（イ）の規則で定める非常

勤職員は、１週間の勤務日が３日以上

とされている非常勤職員又は週以外

の期間によって勤務日が定められて

いる非常勤職員で１年間の勤務日が

１２１日以上である非常勤職員とす

る。 

 

 （四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正） 

第４条 四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和６２年四日

市市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章及び第２章 （略） 第１章及び第２章 （略） 

第３章 昇格及び降格（第１８条－第２

２条の２） 

第３章 昇格及び降格（第１８条－第２

２条） 

第４章から第６章まで （略） 第４章から第６章まで （略） 

附則 附則 



  

 （新たに職員となった者の号給）  （新たに職員となった者の号給） 

第１１条  新たに職員となった者の号

給は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める号給とする。 

第１１条  新たに職員となった者の号

給は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める号給とする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 前条の規定により決定された職

務の級の号給がその者に適用され

る初任給基準表の試験欄及び学歴

免許等欄の区分に対応する初任給

欄に定められていない職員  初任

給基準表に定める号給を基礎とし

て、その者の属する職務の級に昇格

し、又は降格したものとした場合に

第２１条第１項又は第２２条の２

第１項の規定により得られる号給 

 (2) 前条の規定により決定された職

務の級の号給がその者に適用され

る初任給基準表の試験欄及び学歴

免許等欄の区分に対応する初任給

欄に定められていない職員  初任

給基準表に定める号給を基礎とし

て、その者の属する職務の級に昇格

し、又は降格したものとした場合に

第２１条第１項又は第２２条第１

項の規定により得られる号給 

 (3)及び(4)  (3)及び(4) 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

 （降格）  （降格の場合の号給） 

第２２条 職員を降格させる場合には、

その職務に応じ、その者の属する職務

の級を下位の職務の級に決定するも

のとする。 

第２２条  職員を降格させた場合にお

けるその者の号給は、降格した日の前

日に受けていた号給と同じ額の号給

（同じ額の号給がないときは、直近下

位の額の号給）とする。 

２  前項の規定により職員を降格させ

る場合には、当該職員の人事評価の結

果又は勤務成績を判定するに足りる

と認められる事実に基づきその職務

の級より下位の職務の級に分類され

ている職務を遂行することが可能で

あると認められなければならない。 

２  職員を降格させた場合で当該降格

が２級以上下位の職務の級への降格

であるときにおける前項の規定の適

用については、それぞれ１級下位の職

務の級への降格が順次行われたもの

として取り扱うものとする。 



３  職員から書面による同意を得た場

合には、第１項の規定により当該職員

を降格させることができる。 

３  前２項の規定により職員の号給を

決定することが著しく不適当である

と認められる場合には、これらの規定

にかかわらず、あらかじめ市長の承認

を得て、その者の号給を決定すること

ができる。 

  

 （降格の場合の号給）  

第２２条の２  職員を降格させた場合

におけるその者の号給は、その者に適

用される給料表の別に応じ、かつ、降

格した日の前日に受けていた号給に

対応する別表第８の２に定める降格

時号給対応表の降格後の号給欄に定

める号給とする。 

 

２  職員を降格させた場合で当該降格

が２級以上下位の職務の級への降格

であるときにおける前項の規定の適

用については、それぞれ１級下位の職

務の級への降格が順次行われたもの

として取り扱うものとする。 

 

３  前２項の規定により職員の号給を

決定することが著しく不適当である

と認められる場合には、これらの規定

にかかわらず、あらかじめ市長の承認

を得て、その者の号給を決定すること

ができる。この場合において、当該号

給は、当該職員が降格した日の前日に

受けていた給料月額に達しない額の

号給でなければならない。 

 

 

改正後 



別表第８ 昇格時号給対応表（第２１条関係） 

 ア 行政職給料表昇格時号給対応表 

 （略）  

 イ 医療職給料表昇格時号給対応表 

 （略）  

 

別表第８の２ 降格時号給対応表（第２２条の２関係） 

 ア 行政職給料表降格時号給対応表 

 降 格 し た 日

の 前 日 に 受

け て い た 号

給 

降格後の号給 

 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級  

 １ ３３ １７ １７ ９ ９ １３ １３ １７  

 ２ ３３ １８ １８ １０ １０ １４ １４ １８  

 ３ ３３ １９ １９ １１ １１ １５ １５ １９  

 ４ ３４ ２０ ２０ １２ １２ １６ １６ ２０  

 ５ ３５ ２１ ２１ １３ １３ １７ １７ ２１  

 ６ ３６ ２２ ２２ １４ １４ １８ １８ ２２  

 ７ ３７ ２３ ２３ １５ １５ １９ １９ ２３  

 ８ ３９ ２４ ２４ １６ １６ ２０ ２０ ２４  

 ９ ４０ ２５ ２５ １７ １７ ２１ ２１ ２５  

 １０ ４２ ２６ ２６ １８ １８ ２２ ２２ ２６  

 １１ ４３ ２７ ２７ １９ １９ ２３ ２３ ２７  

 １２ ４４ ２８ ２８ ２０ ２０ ２４ ２４ ２８  

 １３ ４５ ２９ ２９ ２１ ２１ ２５ ２５ ３３  

 １４ ４６ ３０ ３０ ２２ ２２ ２６ ２６ ３８  

 １５ ４７ ３１ ３１ ２３ ２３ ２７ ２７ ４３  

 １６ ４８ ３２ ３２ ２４ ２４ ２８ ２８ ４５  

 １７ ４９ ３３ ３３ ２５ ２５ ２９ ２９ ４５  

 １８ ５０ ３４ ３４ ２６ ２６ ３０ ３０ ４５  

 １９ ５１ ３５ ３５ ２７ ２７ ３１ ３１ ４５  



 ２０ ５２ ３６ ３６ ２８ ２８ ３２ ３２ ４５  

 ２１ ５３ ３７ ３７ ２９ ２９ ３４ ３３ ４５  

 ２２ ５４ ３８ ３８ ３０ ３０ ３６ ３４ ４５  

 ２３ ５５ ３９ ３９ ３１ ３１ ３８ ３５ ４５  

 ２４ ５６ ４０ ４０ ３２ ３２ ４０ ３６ ４５  

 ２５ ５９ ４１ ４１ ３３ ３３ ４２ ３８ ４５  

 ２６ ６２ ４２ ４２ ３４ ３４ ４４ ４０ ４５  

 ２７ ６５ ４３ ４３ ３５ ３５ ４６ ４２ ４５  

 ２８ ６８ ４４ ４４ ３６ ３６ ４８ ４７ ４５  

 ２９ ７０ ４５ ４５ ３７ ３７ ５２ ５２ ４５  

 ３０ ７２ ４６ ４６ ３８ ３８ ５６ ５７ ４５  

 ３１ ７４ ４７ ４７ ３９ ３９ ６７ ６１ ４５  

 ３２ ７６ ４８ ４８ ４０ ４０ ８０ ６１ ４５  

 ３３ ７８ ４９ ４９ ４１ ４１ ８２ ６１ ４５  

 ３４ ８０ ５０ ５０ ４２ ４２ ８４ ６１ ４５  

 ３５ ８２ ５１ ５１ ４３ ４３ ８５ ６１ ４５  

 ３６ ８４ ５２ ５２ ４４ ４４ ８５ ６１ ４５  

 ３７ ８６ ５３ ５３ ４５ ４５ ８５ ６１ ４５  

 ３８ ８８ ５４ ５４ ４６ ４６ ８５ ６１ ４５  

 ３９ ９０ ５５ ５５ ４７ ４７ ８５ ６１ ４５  

 ４０ ９２ ５６ ５６ ４８ ４８ ８５ ６１ ４５  

 ４１ ９３ ５８ ５７ ４９ ５０ ８５ ６１ ４５  

 ４２ ９３ ６０ ５８ ５０ ５２ ８５ ６１   

 ４３ ９３ ６２ ５９ ５１ ５４ ８５ ６１   

 ４４ ９３ ６４ ６０ ５２ ５６ ８５ ６１   

 ４５ ９３ ６６ ６３ ５３ ５８ ８５ ６１   

 ４６ ９３ ６８ ６６ ５４ ６０ ８５    

 ４７ ９３ ７０ ６９ ５５ ６２ ８５    

 ４８ ９３ ７２ ７２ ５６ ６４ ８５    

 ４９ ９３ ７６ ７５ ５７ ６６ ８５    

 ５０ ９３ ８０ ７８ ５８ ７６ ８５    



 ５１ ９３ ８４ ８１ ５９ ８８ ８５    

 ５２ ９３ ８８ ８４ ６０ ９２ ８５    

 ５３ ９３ ９３ ８８ ６１ ９３ ８５    

 ５４ ９３ ９８ ９２ ６２ ９３ ８５    

 ５５ ９３ １０３ ９７ ６３ ９３ ８５    

 ５６ ９３ １０９ １０２ ６４ ９３ ８５    

 ５７ ９３ １１５ １０７ ６５ ９３ ８５    

 ５８ ９３ １２１ １１２ ６６ ９３ ８５    

 ５９ ９３ １２５ １１３ ６７ ９３ ８５    

 ６０ ９３ １２５ １１３ ６８ ９３ ８５    

 ６１ ９３ １２５ １１３ ６９ ９３ ８５    

 ６２ ９３ １２５ １１３ ７０ ９３     

 ６３ ９３ １２５ １１３ ７１ ９３     

 ６４ ９３ １２５ １１３ ７２ ９３     

 ６５ ９３ １２５ １１３ ７３ ９３     

 ６６ ９３ １２５ １１３ ７４ ９３     

 ６７ ９３ １２５ １１３ ７５ ９３     

 ６８ ９３ １２５ １１３ ８０ ９３     

 ６９ ９３ １２５ １１３ ８５ ９３     

 ７０ ９３ １２５ １１３ ８８ ９３     

 ７１ ９３ １２５ １１３ ８９ ９３     

 ７２ ９３ １２５ １１３ ９０ ９３     

 ７３ ９３ １２５ １１３ ９１ ９３     

 ７４ ９３ １２５ １１３ ９２ ９３     

 ７５ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ７６ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ７７ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ７８ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ７９ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ８０ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ８１ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     



 ８２ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ８３ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ８４ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ８５ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

 ８６ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ８７ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ８８ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ８９ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ９０ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ９１ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ９２ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ９３ ９３ １２５ １１３ ９３      

 ９４ ９３ １２５        

 ９５ ９３ １２５        

 ９６ ９３ １２５        

 ９７ ９３ １２５        

 ９８ ９３ １２５        

 ９９ ９３ １２５        

 １００ ９３ １２５        

 １０１ ９３ １２５        

 １０２ ９３ １２５        

 １０３ ９３ １２５        

 １０４ ９３ １２５        

 １０５ ９３ １２５        

 １０６ ９３ １２５        

 １０７ ９３ １２５        

 １０８ ９３ １２５        

 １０９ ９３ １２５        

 １１０ ９３ １２５        

 １１１ ９３ １２５        

 １１２ ９３ １２５        



 １１３ ９３ １２５        

 １１４ ９３         

 １１５ ９３         

 １１６ ９３         

 １１７ ９３         

 １１８ ９３         

 １１９ ９３         

 １２０ ９３         

 １２１ ９３         

 １２２ ９３         

 １２３ ９３         

 １２４ ９３         

 １２５ ９３         

 イ 医療職給料表降格時号給対応表 

 降 格 し た 日

の 前 日 に 受

け て い た 号

給 

降格後の号給 
 

 
５級 ６級 ７級 ８級 

 

 １ ２１ １７ ２５ ４５  

 ２ ２２ １８ ２６ ４６  

 ３ ２３ １９ ２７ ４７  

 ４ ２４ ２０ ２８ ４８  

 ５ ２５ ２１ ２９ ４９  

 ６ ２６ ２２ ３０ ５０  

 ７ ２７ ２３ ３１ ５１  

 ８ ２８ ２４ ３２ ５２  

 ９ ２９ ２５ ３３ ５４  

 １０ ３０ ２６ ３４ ５６  

 １１ ３１ ２７ ３５ ５８  

 １２ ３２ ２８ ３６ ６０  

 １３ ３３ ２９ ３７ ６２  



 １４ ３４ ３０ ３８ ６４  

 １５ ３５ ３１ ３９ ６５  

 １６ ３６ ３２ ４０ ６５  

 １７ ３７ ３３ ４１ ６５  

 １８ ３８ ３４ ４２ ６５  

 １９ ３９ ３５ ４３ ６５  

 ２０ ４０ ３６ ４４ ６５  

 ２１ ４１ ３７ ４５ ６５  

 ２２ ４２ ３８ ４６ ６５  

 ２３ ４３ ３９ ４７ ６５  

 ２４ ４４ ４０ ４８ ６５  

 ２５ ４６ ４１ ４９ ６５  

 ２６ ４８ ４２ ５０ ６５  

 ２７ ５２ ４３ ５１ ６５  

 ２８ ５６ ４４ ５２ ６５  

 ２９ ５９ ４５ ５３ ６５  

 ３０ ６２ ４６ ５４ ６５  

 ３１ ６５ ４７ ５５ ６５  

 ３２ ６５ ４８ ５６ ６５  

 ３３ ６５ ４９ ５７ ６５  

 ３４ ６５ ５０ ５８ ６５  

 ３５ ６５ ５１ ５９ ６５  

 ３６ ６５ ５２ ６０ ６５  

 ３７ ６５ ５４ ６２ ６５  

 ３８ ６５ ５６ ６４ ６５  

 ３９ ６５ ５８ ６６ ６５  

 ４０ ６５ ６０ ６８ ６５  

 ４１ ６５ ６２ ７０ ６５  

 ４２ ６５ ６４ ７４ ６５  

 ４３ ６５ ６６ ７８ ６５  

 ４４ ６５ ６８ ８２ ６５  



 ４５ ６５ ７１ ８６ ６５  

 ４６ ６５ ７４ ８８ ６５  

 ４７ ６５ ７７ ８９ ６５  

 ４８ ６５ ８２ ８９ ６５  

 ４９ ６５ ８７ ８９ ６５  

 ５０ ６５ ９２ ８９ ６５  

 ５１ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５２ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５３ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５４ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５５ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５６ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５７ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５８ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ５９ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ６０ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ６１ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ６２ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ６３ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ６４ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ６５ ６５ ９７ ８９ ６５  

 ６６ ６５ ９７  ６５  

 ６７ ６５ ９７  ６５  

 ６８ ６５ ９７  ６５  

 ６９ ６５ ９７  ６５  

 ７０ ６５ ９７  ６５  

 ７１ ６５ ９７  ６５  

 ７２ ６５ ９７  ６５  

 ７３ ６５ ９７  ６５  

 ７４ ６５ ９７  ６５  

 ７５ ６５ ９７  ６５  



 ７６ ６５ ９７  ６５  

 ７７ ６５ ９７  ６５  

 ７８ ６５ ９７  ６５  

 ７９ ６５ ９７  ６５  

 ８０ ６５ ９７  ６５  

 ８１ ６５ ９７  ６５  

 ８２ ６５ ９７  ６５  

 ８３ ６５ ９７  ６５  

 ８４ ６５ ９７  ６５  

 ８５ ６５ ９７  ６５  

 ８６ ６５ ９７  ６５  

 ８７ ６５ ９７  ６５  

 ８８ ６５ ９７  ６５  

 ８９ ６５ ９７  ６５  

 ９０ ６５   ６５  

 ９１ ６５   ６５  

 ９２ ６５   ６５  

 ９３ ６５   ６５  

 ９４ ６５   ６５  

 ９５ ６５   ６５  

 ９６ ６５   ６５  

 ９７ ６５   ６５  

 ９８    ６５  

 ９９    ６５  

 

 

改正前 

別表第８ （第２１条関係） 

 ア 行政職 

 （略）  

 イ 医療職 



 （略）  

 

 

 

 （四日市市職員管理職手当支給規則の一部改正） 

第５条 四日市市職員管理職手当支給規則（平成３年四日市市規則第４６号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  

１ この規則は、平成４年１月１日から

施行する。 

 この規則は、平成４年１月１日から施

行する。 

 （条例附則第７９条の規定の適用を受

ける職員の管理職特別勤務手当の額） 

 

２  条例附則第７９条の規定の適用を

受ける職員に対する第３条第２項及

び第４条の適用については、当分の

間、これらの規定中「掲げる額」とあ

るのは、「掲げる額に１００分の７０

を乗じて得た額（その額に５０円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数を

生じたときはこれを１００円に切り

上げた額）」とする。 

 

 

 （四日市市職員住居手当支給規則） 

第６条 四日市市職員住居手当支給規則（昭和４９年四日市市規則第３３号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （権衡職員の範囲）  （権衡職員の範囲） 



第４条  条例第４０条の２第１項第２

号の規則で定める職員は、四日市市職

員単身赴任手当支給規則（平成２年四

日市市規則第２６号）第４条の２第２

項に該当する職員（地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条の

４第１項又は第２２条の５第１項の

規定により採用された職員を除く。）

で、同項第２号に規定する満１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある子が居住するための住

宅として、同号に規定する転任（四日

市市公営企業職員の給与の種類及び

基準を定める条例（昭和３３年四日市

市条例第１５号）の適用を受ける職

員、国家公務員又は他の地方公共団体

の地方公務員であった者から引き続

き給料表の適用を受ける職員となっ

た者にあっては、当該適用）の直前の

住居であった住宅（市が設置する公舎

及びその他規則で定める住宅を除

く。）又はこれに準ずるものとして市

長の定める住宅を借り受け、条例第４

０条の２第１項第１号に規定する月

額を超える家賃を支払っているもの

とする。 

第４条  条例第４０条の２第１項第２

号の規則で定める職員は、四日市市職

員単身赴任手当支給規則（平成２年四

日市市規則第２６号）第４条の２第２

項に該当する職員（地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項又は第２８条の５第１項の

規定により採用された職員を除く。）

で、同項第２号に規定する満１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある子が居住するための住

宅として、同号に規定する転任（四日

市市公営企業職員の給与の種類及び

基準を定める条例（昭和３３年四日市

市条例第１５号）の適用を受ける職

員、国家公務員又は他の地方公共団体

の地方公務員であった者から引き続

き給料表の適用を受ける職員となっ

た者にあっては、当該適用）の直前の

住居であった住宅（市が設置する公舎

及びその他規則で定める住宅を除

く。）又はこれに準ずるものとして市

長の定める住宅を借り受け、条例第４

０条の２第１項第１号に規定する月

額を超える家賃を支払っているもの

とする。 

 

 （四日市市職員通勤手当支給規則の一部改正） 

第７条 四日市市職員通勤手当支給規則（昭和３３年四日市市規則第６号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 



 （定年前再任用短時間勤務職員の支給

額） 

 （再任用短時間勤務職員の支給額） 

第８条の２ （略） 第８条の２ （略） 

  

 （支給単位期間）  （支給単位期間） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２  前項第１号に掲げる交通機関等に

ついて、次の各号のいずれかに掲げる

事由が同号に定める期間に係る最後

の月の前月以前に生ずることが当該

期間に係る最初の月の初日において

明らかである場合には、当該事由が生

ずることとなる日の属する月（その日

が月の初日である場合にあっては、そ

の日の属する月の前月）までの期間に

ついて、前項の規定にかかわらず、同

項の規定に準じて支給単位期間を定

めることができる。 

２  前項第１号に掲げる交通機関等に

ついて、次の各号のいずれかに掲げる

事由が同号に定める期間に係る最後

の月の前月以前に生ずることが当該

期間に係る最初の月の初日において

明らかである場合には、当該事由が生

ずることとなる日の属する月（その日

が月の初日である場合にあっては、そ

の日の属する月の前月）までの期間に

ついて、前項の規定にかかわらず、同

項の規定に準じて支給単位期間を定

めることができる。 

 (1) 法第２８条の６第１項の規定に

よる退職その他の離職をすること。 

 (1) 法第２８条の２第１項の規定に

よる退職その他の離職をすること。 

 (2)から(5)まで （略）  (2)から(5)まで （略） 

 

 （四日市市職員単身赴任手当支給規則の一部改正） 

第８条 四日市市職員単身赴任手当支給規則（平成２年四日市市規則第２６号）の一

部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （権衡職員の範囲等）  （権衡職員の範囲等） 

第４条の２ （略） 第４条の２ （略） 

２  前項の条例第４２条第１項の規定

による単身赴任手当を支給される職

員との権衡上必要があると認められ

２  前項の条例第４２条第１項の規定

による単身赴任手当を支給される職

員との権衡上必要があると認められ



る職員は、次の各号に掲げる職員とす

る。 

る職員は、次の各号に掲げる職員とす

る。 

 (1) 地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号。以下、この号において

「法」という。）第２２条の４第１項

又は第２２条の５第１項の規定に

よる採用（法の規定により退職した

日の翌日におけるものに限る。）を

されたこと（以下「事由発生」とい

う。）に伴い、住居を移転し、第２条

に規定するやむを得ない事情によ

り、同居していた配偶者と別居する

こととなった職員で、当該事由発生

の直前の住居から当該事由発生の

直後に在勤する公署に通勤するこ

とが第３条に規定する基準に照ら

して困難であると認められるもの

のうち、単身で生活することを常況

とする職員。 

 (1) 地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号。以下、この号において

「法」という。）第２８条の４第１

項又は第２８条の５第１項の規定

による採用（法第２８条の２第１項

の規定により退職した日（法第２８

条の３の規定により勤務した後退

職した日及び当該採用に係る任期

が満了した日を含む。）の翌日にお

けるものに限る。）をされたこと（以

下「事由発生」という。）に伴い、住

居を移転し、第２条に規定するやむ

を得ない事情により、同居していた

配偶者と別居することとなった職

員で、当該事由発生の直前の住居か

ら当該事由発生の直後に在勤する

公署に通勤することが第３条に規

定する基準に照らして困難である

と認められるもののうち、単身で生

活することを常況とする職員。 

 (2)から(6)まで （略）  (2)から(6)まで （略） 

 

 （四日市市職員管理職手当支給規則の一部改正） 

第９条 四日市市職員管理職手当支給規則（昭和３７年四日市市規則第２０号）の一

部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２  条例第６条の５第１項に規定する

再任用職員については、前項の規定に

２  条例第６条の５第１項に規定する

再任用職員については、前項の規定に



かかわらず、適用給料表の別並びに等

級別基準職務表に定められた当該職

員の属する職務の級及び当該職務の

区分に応じ、別表の手当月額の欄に定

める額に四日市市職員の勤務時間及

びその他の勤務条件に関する条例（昭

和２８年四日市市条例第５号。以下

「勤務条件に関する条例」という。）第

３条第３項に定められた勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

かかわらず、適用給料表の別並びに等

級別基準職務表に定められた当該職

員の属する職務の級及び当該職務の

区分に応じ、別表の手当月額の欄に定

める額（条例第６条の５第２項に規定

する再任用短時間勤務職員にあって

は、その額に四日市市職員の勤務時間

及びその他の勤務条件に関する条例

（昭和２８年四日市市条例第５号。以

下「勤務条件に関する条例」という。）

第３条第３項に定められた勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額））とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、地方公

務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号）第１０条第１項

に規定する育児短時間勤務をしてい

る職員（同法第１７条の規定による短

時間勤務をすることとなった職員を

含む。）については条例第６条の４の

規定の適用を受けないものとした場

合に第１項の規定を適用して得られ

た額に勤務条件に関する条例第３条

第２項の規定により任命権者が定め

た勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を、同法第１

８条第１項に規定する短時間勤務を

している職員については条例第６条

の４の規定の適用を受けないものと

した場合に第１項の規定により得ら

３ 前２項の規定にかかわらず、地方公

務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号）第１０条第１項

に規定する育児短時間勤務をしてい

る職員（同法第１７条の規定による短

時間勤務をすることとなった職員を

含む。）については条例第６条の４の

規定の適用を受けないものとした場

合に第１項の規定を適用して得られ

た額に勤務条件に関する条例第３条

第２項の規定により任命権者が定め

た勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を、同法第１

８条第１項に規定する短時間勤務を

している職員については条例第６条

の４の規定の適用を受けないものと

した場合に第１項の規定により得ら



れた額に勤務条件に関する条例第３

条第４項の規定により任命権者が定

めた勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を、それぞ

れ乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）とする。 

れた額に勤務条件に関する条例第３

条第４項の規定により任命権者が定

めた勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を、それぞ

れ乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）とする。 

 

 （四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 

第１０条 四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２０年四日市市

規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （勤勉手当の成績率）  （勤勉手当の成績率） 

第２０条 成績率は、次の各号のいずれ

に該当するかに応じ、当該各号に掲げ

る割合の範囲内において、市長が定め

るものとする。 

第２０条 成績率は、次の各号のいずれ

に該当するかに応じ、当該各号に掲げ

る割合の範囲内において、市長が定め

るものとする。 

 (1) 法第２２条の４第１項又は第２

２条の５第１項若しくは第２項の

規定により採用された職員（第３号

において「再任用職員」という。）以

外の職員（ただし、次号に掲げる職

員を除く。） １００分の１４０以

内 

 (1) 法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採

用された職員（第３号において「再

任用職員」という。）以外の職員（た

だし、次号に掲げる職員を除く。） 

１００分の１４０以内 

 (2) （略）  (2) （略） 

 (3) 定年前再任用短時間勤務職員（た

だし、前号に掲げる職員を除く。） 

１００分の７０以内 

 (3) 再任用職員（ただし、前号に掲げ

る職員を除く。） １００分の７０

以内 

 

 （四日市市初任給調整手当支給規則の一部改正） 

第１１条 四日市市初任給調整手当支給規則（平成３１年四日市市規則第３２号）の



一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （条例附則第７９条の規定の適用を受

ける職員の支給期間及び支給額） 

 

第２条の２  条例附則第７９条の規定

の適用を受ける職員に対する前条の

規定の適用については、当分の間、同

条中「別表第２」とあるのは、「別表第

３」とする。 

 

 

改正後 

別表第３（第２条の２関係） 

 期間の区分 月額  

 １年未満 １７，５００円  

 １年以上２年未満 １６，８００円  

 ２年以上３年未満 １６，１００円  

 ３年以上４年未満 １５，４００円  

 ４年以上５年未満 １４，０００円  

 ５年以上６年未満 １２，６００円  

 ６年以上７年未満 １１，２００円  

 ７年以上８年未満 ９，８００円  

 ８年以上９年未満 ８，４００円  

 ９年以上１０年未満 ７，０００円  

 

 

改正前 

 

 

 （四日市市職員の再任用に関する規則の廃止） 

第１２条 四日市市職員の再任用に関する規則（平成１３年四日市市規則第９号）は、

廃止する。 



   附 則 

（施行期日） 

第１条 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （定義） 

第２条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

をいう。 

(2) 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１

項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項

の規定により採用された職員をいう。 

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又

は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。  

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員をいう。  

（四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正に伴う

経過措置） 

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第

１条の規定による改正後の四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施

行規則の規定を適用する。 

 （四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置）  

第４条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第１条の規定

による改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第１０条の３

第１項の規定を適用する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第１条

の規定による改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第２条

の２、第１０条、第１０条の２及び第１０条の３第２項の規定を適用する。  

（四日市市職員単身赴任手当支給規則の一部改正に伴う経過措置）  

第５条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、四日市市職員単身赴任手当支

給規則第２条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居する

こととなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤す

る公署に通勤することが同規則第３条に規定する基準に照らして困難であると認め



られるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員

は、四日市市職員給与条例（昭和２４年四日市市条例第１５号）第４２条第３項の

規定により規則で定める職員とする。 

(1) 令和３年改正法附則第４条第１項、第５条第１項、第６条第１項又は第７条第１

項の規定による採用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（以下「令和５

年旧法」という。）第２８条の２第１項の規定により退職した日（令和５年旧法第２

８条の３又は令和３年改正法附則第３条第５項若しくは第６項の規定により勤務し

た後退職した日及び令和５年旧法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しく

は第２８条の６第１項若しくは第２項又は令和３年改正法附則第４条第１項、第５

条第１項、第６条第１項若しくは第７条第１項の規定による採用に係る任期が満了

した日を含む。）の翌日におけるものに限る。以下同じ。）をされたこと。  

(2) 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項、第６条第２項又は第７条第３

項の規定による採用（地方公務員法第２８条の６第１項の規定により退職した日（同

法第２８条の７第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した日及び同法第２

２条の４第１項若しくは第２２条の５第１項又は令和３年改正法附則第４条第２項、

第５条第３項、第６条第２項若しくは第７条第３項の規定による採用に係る任期が

満了した日を含む。）の翌日におけるものに限る。以下同じ。）をされたこと。 

２ 令和３年改正法附則第４条第２項、第５条第３項、第６条第２項又は第７条第３

項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第２２条の４

第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員に対する第８条の規定

による改正後の四日市市職員単身赴任手当支給規則第４条の２第２項の規定の適用

については、同項第１号中「退職した日」とあるのは、「退職した日（地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第２項、第５条第３項、

第６条第２項又は第７条第３項の規定により採用され勤務した後退職した日を含

む。）」とする。 

３ この規則の施行の日前に、第８条の規定による改正前の四日市市職員単身赴任手

当支給規則第４条の２第２項第１号に該当する採用をされた職員については、同項

の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。 

 （四日市市職員管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置）  

第６条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第

９条の規定による改正後の四日市市職員管理職手当支給規則の規定を適用する。  

 （四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 



第７条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第

９条の規定による改正後の四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規

定を適用する。 

（総務部人事課） 


